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１－１－２ 用語の定義 

土木工事共通仕様書（第１編 １－１－２ 用語の定義）の規定によるもののほか、水道工

事共通仕様書で使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
配水管工：「浜松市における配水管工に関する要綱」により資格審査を受け、配水管工有 

資格者として登録された者をいう。 
 

 

（追記） 

 

 

１－１－２ 用語の定義 

土木工事共通仕様書（第１編 １－１－２ 用語の定義）の規定によるもののほか、水道工

事共通仕様書で使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
配水管工：「浜松市における配水管工に関する要綱」により資格審査を受け、配水管工有 

資格者として登録された者をいう。 
水道技術管理者：浜松市に設置された水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１９条に 

規定する水道技術管理者をいう。不在の課においては水道技術管理補助者を以って、各条文

を読み替えるものとする。 
水道技術管理補助者：「浜松市上下水道部水道技術管理者の職務等に関する規程」に規  

  定する水道技術管理補助者をいう。 
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１－１－３ 施工計画書 

受注者は、施工計画書について、土木工事共通仕様書（第１編 １－１－４ 施工計画書）の

「(3)現場組織表」に配水管工、配水管工補助員、溶接工及びその他専門技術者（以下「配水管

工等」という。）の配置について明記するとともに、「配水管工届」（様式２－１）及び「技能者

等届」（様式２－２）に必要書類を添えて提出しなければならない。 

１－１－３ 施工計画書 

受注者は、施工計画書について、土木工事共通仕様書（第１編 １－１－４ 施工計画書）の

「(3)現場組織表」に配水管工、（削除）、溶接工及びその他専門技術者（以下「配水管工等」と

いう。）の配置について明記するとともに、「配水管工届」（様式２－１）及び「技能者等届」（様

式２－２）に必要書類を添えて提出しなければならない。 
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〈「開削工事（水道工事）」における段階確認及び立会〉 

種 別 細 別 確認内容 確認時期 確認頻度 摘要 

管布設工 

管据付工 布設位置、土被り 完了時（埋戻前） 500m に 1 回 
 

 

管接

合工 

DIP 接

合 

受口清掃状況 

施工時 
500m に 1 回 

ﾁｪｯｸｼｰﾄに

よる 

滑材塗布状況 

ﾎﾞﾙﾄ締付ﾄﾙｸ 

接合状況 完了時（埋戻前） 

 

EF 接

合 

 

管及び融着面 

清掃状況 
施工時 

500m に 1 回 
ﾁｪｯｸｼｰﾄに

よる 
融着面の切削状況 

ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ隆起状況 

冷却状況 完了時（埋戻前） 

DIP 切断･溝切 

及び挿口加工 

切断・溝切及び 

挿口加工状況 
施工時 １回以上 

接合要領書

による 

ＨＰＥ切断 切断状況 施工時 1 回以上 
施工ﾏﾆｭｱﾙ

による 

 

〈「開削工事（水道工事）」における段階確認及び立会〉 

種 別 細 別 確認内容 確認時期 確認頻度 摘要 

管布設工 

管据付工 （削除）、土被り 完了時（埋戻前） 500m に 1 回 
 

 

管接

合工 

DIP 接

合 

受口清掃状況 

施工時 
500m に 1 回 

ﾁｪｯｸｼｰﾄに

よる 

滑材塗布状況 

ﾎﾞﾙﾄ締付ﾄﾙｸ 

接合状況 完了時（埋戻前） 

 

EF 接

合 

 

管及び融着面 

清掃状況 
施工時 

500m に 1 回 
ﾁｪｯｸｼｰﾄに

よる 
融着面の切削状況 

ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ隆起状況 

冷却状況 完了時（埋戻前） 

DIP 切断･溝切 

及び挿口加工 

切断・溝切及び 

挿口加工状況 
施工時 １回以上 

接合要領書

による 

ＨＰＥ切断 切断状況 施工時 1 回以上 
施工ﾏﾆｭｱﾙ

による 
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１－１－８ 使用人等の管理 

受注者は、現場代理人、配水管工（以下「現場代理人等」という。）に、下記に基づく表示を

させなければならない。 

 

１－１－８ 現場代理人及び配水管工の管理 

受注者は、現場代理人、配水管工（以下「現場代理人等」という。）に、下記に基づく表示を

させなければならない。 
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２－４－２  弁栓類筐・ブロック類 

１ 設計図書に定めのある場合を除き、部の承認品とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、使用する材料が規格品及び承認品でないもので、工事を施工するう

えで必要な場合は、水道技術管理者の承諾を得なければならない。ただし撤去予定のある仮設配

管用材料（再利用品を含む）はその限りではない。 

 

２－４－３   表示テープ・埋設標識シート 

表示テープ及び埋設標識シートの材質、色、文字種類及び寸法は、浜松市地下埋設物件表示要領

に基づくもので、監督員の承諾を受けたものとする。 

 

２－４－４  配管用スリーブ 

１ ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ（以下「ポリエチレンスリーブ」という。）は、日本

水道協会の規格品（追記）とする。 

２ 配水用ポリエチレン管用ナイロンスリーブ（浸透防止用スリーブ。以下「ナイロンスリーブ」

という。）は、水道工事共通仕様書（第２章 第２節 工事材料の品質）の（２）に規定する検査に

合格したものとする。 

 

 ２－４－５  給水装置 

１ 部の承認品とする。 

 

２－４－２  弁栓類筐・ブロック類 

１ 設計図書に定めのある場合を除き、規格品及び承認品とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、使用する材料が規格品及び承認品でないもので、工事を施工するう

えで必要な場合は、水道技術管理者の承諾を得なければならない。ただし撤去予定のある仮設配

管用材料（再利用品を含む。）はその限りではない。 

 

２－４－３   表示テープ・埋設標識シート 

表示テープ及び埋設標識シートの材質、色、文字種類及び寸法は、浜松市地下埋設物件表示要領

に基づくもので、規格品及び承認品とする。 

 

２－４－４  配管用スリーブ 

１ ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ（以下「ポリエチレンスリーブ」という。）は、規格

品及び承認品とする。 

２ 配水用ポリエチレン管用ナイロンスリーブ（浸透防止用スリーブ。以下「ナイロンスリーブ」

という。）は、水道工事共通仕様書（第２章 第２節 工事材料の品質）の（２）に規定する検査に

合格したものとする。 

 

 ２－４－５  給水装置 

１ 規格品及び承認品とする。 
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（追記） 

２－４－６  耐震補強継手・既設管用継手補強材 
１ 規格品及び承認品とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、使用する材料が規格品及び承認品でないもので、工事を施工す

るうえで必要な場合は、水道技術管理者の承諾を得なければならない。 
３ 耐震補強継手とは、主に既設配管の継手（メカニカル継手及びフランジ継手）に取付け 3

ⅮｋＮ以上の離脱防止性能を有する補強金具をいう。 

15 

 

 

 

 

３－５－５   配管用スリーブ被覆工 

受注者は、配管用スリーブ（ポリエチレンスリーブ・ナイロンスリーブ）被覆について、次の

事項により施工しなければならない。 

(1) ポリエチレンスリーブを管外面にきっちりと巻付け、余分なポリエチレンスリーブを折りたた

み、管頂部に重ね部分がいくようにすること。 

３－５－５   配管用スリーブ被覆工 

受注者は、配管用スリーブ（ポリエチレンスリーブ・ナイロンスリーブ）被覆について、次の

事項により施工しなければならない。 

(1) ポリエチレンスリーブを管外面にきっちりと巻付け、余分なポリエチレンスリーブを折りたた

み、重ね部分が管頂部となるよう施工すること。 
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第６節 管 接 合 工 

３－６－１   一般事項 

１  本節は、管接合工としてＤＩＰ接合、ＶＰ接合、ＳＧＰ・ＳＵＳ接合、ＰＥ接合、 
ＨＰＥ接合その他これに類する工種について定める。 

２ 受注者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び接合要領を熟知した、配水管工（「浜

松市における配水管工に関する要綱」第３条第１項各号の場合を除く。）を必ず配置し、接

合作業を行わせなければならない。 
３ 前項により配置した配水管工がＨＰＥ管接合を行う場合は、「水道配水用ポリエチレン

管配管施工講習」を受講したものでなければならない。 
 
 
 
 
４ 受注者は、配水管工補助員に接合作業を行わせた場合は、必ず接合状況を配水管工に点

検させなければならない。 
５ 受注者は、あらかじめ接合方法、接合順序等の詳細について施工計画書に記載しなけれ

ばならない。 
６ 受注者は、管接合工に先立ち、継手の付属品及び必要な器具・工具類を確認しなければ

ならない。 
７ 受注者は、管接合に先立ち、挿し口部の外面、受け口部の内面、継手付属品等に付着し

ている異物を除去しなければならない。 
８ 受注者は、管接合完了後、埋戻しに先立ち接合状況を再確認しなければならない。 

 

第６節 管 接 合 工 

３－６－１   一般事項 

１  本節は、管接合工としてＤＩＰ接合、ＶＰ接合、ＳＧＰ・ＳＵＳ接合、ＰＥ接合、 
ＨＰＥ接合その他これに類する工種について定める。 

２ 受注者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び接合要領を熟知した、配水管工（「浜

松市における配水管工に関する要綱」第３条第１項各号の場合を除く。）を必ず配置し、接

合作業を行わせなければならない。 
３ 前項により配置した配水管工にＮＳ形継手、ＧＸ形継手の DIP 接合、ＨＰＥ接合を行わ

せる場合は、「浜松市における配水管工に関する要綱」第 3 条第 3 項に従い、該当する管種、

口径において接合作業が認められた配水管工でなければならない。なお、接合作業が認め

られた配水管工を配置できない場合は、工事着手前に該当する管種の現場講習を開催し、

接合作業を行う配水管工を受講させなければならない。 
 

（削除） 
 
４ 受注者は、あらかじめ接合方法、接合順序等の詳細について施工計画書に記載しなけれ

ばならない。 
５ 受注者は、管接合工に先立ち、継手の付属品及び必要な器具・工具類を確認しなければ

ならない。 
６ 受注者は、管接合に先立ち、挿し口部の外面、受け口部の内面、継手付属品等に付着し

ている異物を除去しなければならない。 
７ 受注者は、管接合完了後、埋戻しに先立ち接合状況を再確認しなければならない。 
 

16  
 

（追記） 
 
 
 

３－６－７  その他の管の接合及び耐震補強継手取付 

その他の管の接合及び耐震補強継手（メカニカル継手及びフランジ継手）は、各種管の接合

及び取付け方法に準じ、接合するものとする。 
 

 

３－６－７  耐震補強継手 

 施工方法は、製造会社が規定する最新の取付け方法によるものとする。また、大口径管継手

の施工は、適切な沈下防止養生を行うこと。 
 

 

３－６－８  その他の管の接合（削除） 

その他の管の接合（削除）は、各種管の接合及び取付け方法に準じ、接合するものとする。 
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３－７－３  消火栓設置工 

 
(7) 鉄蓋は、原則として蝶番の位置が車両進行方向に位置するよう設置すること。 

 
 

（追記） 
 
 

 

３－７－３  消火栓設置工 

 

(7) 鉄蓋は、原則として蝶番の位置が車両進行方向に位置するよう設置すること。 

   

   参考図    
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３－８－４  不断水工 

受注者は、不断水工について、次の事項により施工しなければならない。 
(1) 不断水工の作業のうち、分岐口径７５ｍｍ以上の分岐施工について、割Ｔ字管の取付け

以外は、専門の施工会社（追記）に行なわせること。 
 

 

３－８－４  不断水工 

受注者は、不断水工について、次の事項により施工しなければならない。 
(1) 不断水工の作業のうち、分岐口径７５ｍｍ以上の分岐施工について、割Ｔ字管の取付け

以外は、専門の施工会社または市が指定した工事業者に行なわせること。 
 

22  
３－８－１３   その他の不断水工 

                  （追記） 

 (1) 簡易式止水工は、専門の施工会社に行わせること。 

(2) 圧着工法により樹脂管の断水を行う際は、監督員との協議により施工すること。また、施工

箇所には適切な防護措置をすること。 

 

 

３－８－１３   簡易止水工・圧着工法 

受注者は、簡易式止水工及び圧着工法について次の事項により施工しなければならない。 

(1) 簡易式止水工は、専門の施工会社に行わせること。 

(2) 圧着工法により樹脂管の断水を行う際は、監督員との協議により施工すること。また、施工

箇所には適切な防護措置をすること。 

 

35  
４－３－１０ 立坑設備工 

受注者は、立坑内には、仮設階段、昇降設備、転落防止用ネット等の安全施設及び必要に応じて

天井クレーン等を設置し、また、昇降に際しては、安全帯(安全衛生規則に対応)、セーフティブロ

ック等を使用して転落防止に努めなければならない。 

 

 

４－３－１０ 立坑設備工 

受注者は、立坑内には、仮設階段、昇降設備、転落防止用ネット等の安全施設及び必要に応じて

天井クレーン等を設置し、また、昇降に際しては、墜落制止用器具 (労働安全衛生法施行令 、労働

安全衛生規則に対応したもの。)、セーフティブロック等を使用して転落防止に努めなければならな

い。 

 

蝶番 

鉄蓋 
車両進行方向 
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［表 Ⅲ－８］ 表示記号（給水切替記号） 

 

［表 Ⅲ－８］ 表示記号（給水切替記号） 
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浜松市水道工事共通仕様書（第１章第１節 1-1-3）様式２－１ 

 

令和   年    月  日 

 

（あて先）総括監督員 

 

                                       受 注 者 

                                  現場代理人             

 

配 水 管 工 届 

 

下記の者を配水管工として選任します。 

 

記 

 

１．工 事 名 

 

２．工 事 箇 所 

 

３．工 期        令和   年   月   日  から 

 

令和   年   月   日  まで 

 

４．配水管工氏名 

 

５．所 属 会 社 名 

 

６．登 録 番 号 

   

７．添 付 資 料 

 

 

※1 本届書は、写真（本人確認が出来るもの）及び監督員が指示するものを添付のこと。 

※2 給水管工（令和 5 年 3 月 31 日要綱廃止）名簿登録者が工事施工する場合も、この様式により届け

出ること。ただし施工は、口径50ｍｍ以下の配水管および給水管工事に限る。 

 

浜松市水道工事共通仕様書（第１章第１節 1-1-3）様式２－１ 

 

令和   年    月  日 

 

（あて先）総括監督員 

 

                                       受 注 者 

                                  現場代理人             

 

配 水 管 工 届 

 

下記の者を配水管工として選任します。 

 

記 

 

１．工 事 名 

 

２．工 事 箇 所 

 

３．工 期        令和   年   月   日  から 

 

令和   年   月   日  まで 

 

４．配水管工氏名 

 

５．所 属 会 社 名 

 

６．登 録 番 号 

   

７．添 付 資 料 

 

 

※1 本届書は、写真（本人確認が出来るもの）及び監督員が指示するものを添付のこと。 

※2 配水管工登録証を所有する場合は写しを添付のこと  
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令和   年    月  日 

（あて先）総括監督員 

 

                                       受 注 者 

                                   現場代理人          

 

技 能 者 等 届 

 

下記の者を 配水管工補助員 ・推進工事技士・ 溶接工 ・ （      ）として選任し

ます。 

 

記 

 

１．工 事 名 

 

２．工 事 箇 所  

 

３．工 期         令和   年   月   日  から 

 

令和   年   月   日  まで 

 

４．氏 名 

 

５．所 属 会 社 名 

 

６．登 録 番 号 等 

   

７．添 付 資 料  

 

 

 

※ 本届書は、写真（本人確認が出来るもの）及び必要に応じて資格を証明出来る書類を添付のこと。 

 

浜松市水道工事共通仕様書（第１章第１節 1-1-3）様式２－２ 

 

 

令和   年    月  日 

（あて先）総括監督員 

 

                                       受 注 者 

                                   現場代理人          

 

技 能 者 等 届 

 

下記の者を （削除） 推進工事技士・ 溶接工 ・ （      ）として選任します。 

 

記 

 

１．工 事 名 

 

２．工 事 箇 所  

 

３．工 期         令和   年   月   日  から 

 

令和   年   月   日  まで 

 

４．氏 名 

 

５．所 属 会 社 名 

 

６．登 録 番 号 等 

   

７．添 付 資 料  

 

 

 

※ 本届書は、写真（本人確認が出来るもの）及び必要に応じて資格を証明出来る書類を添付のこと。 
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水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11,12）様式4

（起案用）

総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）

上記について受理する。

担当監督員 ㊞

［確　認　日］ 　　　　　年　　　月　　　日

［確　認　者］ 水道技術管理者　　（追記） ㊞

自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果  報 告 書

工事番号 工事名称

受注者 現場代理人 

着手 工事箇所

完成

　　　　　年　　　月　　　日

水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。

請負代金額

工区 区間
試 験 結 果

開始日時 測定値 終了日時 測定値

（ 自 記 圧 試 験 ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。

記

検 査 結 果

浄水課受付日
pH 色度 濁度 臭気

～

（ 水 質 検 査 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。

残留塩素

0.1以上1以下 0.4以下 異常でないこと

～

～

5.8～8.6

工区 区間

～

～

総括監督員 主任監督員

　　　　　年　　　月　　　日

上記報告について、水道法第13条第1項に 準じる 検査結果が適正であることを確認しました。

～

（　追記　）

水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11、12）様式4

（起案用）

□情報共有システムの場合、以下事項はシステム決裁による。（※適用の際は□欄へレ点を入力）

総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）

上記について受理する。

担当監督員 ㊞

［確　認　日］ 　　　　　年　　　月　　　日

［確　認　者］ 水道技術管理者（水道技術管理補助者） ㊞

上記報告について、水道法第13条第1項に 準じる 検査結果が適正であることを確認しました。

　　　　　年　　　月　　　日

総括監督員 主任監督員

～

pH 色度 濁度 臭気 残留塩素

5.8～8.6 1以下 0.4以下 異常でないこと 0.1以上

（ 水 質 検 査 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。

～

～

着手 工事箇所

記

（ 自 記 圧 試 験 ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。

工区 区間
試 験 結 果

開始日時 測定値 終了日時 測定値

～

～

自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果  報 告 書

工事番号

工区 区間

検 査 結 果

浄水課受付日

～

受注者 現場代理人 

完成 請負代金額

　　　　　年　　　月　　　日

水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。

工事名称


